
りなばれけなし理処に正適ていおに任責のら自、を物棄廃たじ生てっ伴に動活業事のそ、は者業事 ☆
ません。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第３条第１項）

りなばれけなし理処に正適を々各えうたし分区に物棄廃業産と物棄廃般一系業事、は物棄廃系業事 ・
ません。

委に者業たけ受を可許の長市阪大、はていつに者業搬運・集収るす託委を理処の物棄廃般一系業事 ・
託しなければなりません。

け受を可許の等事知県府道都や長市阪大、はていつに者業搬運・集収るす託委を理処の物棄廃業産 ・
た業者に委託しなければなりません。

。すまい願照参ごをジーペ34、はせ合問おるす関に理処の物棄廃業産・物棄廃般一系業事 ☆

☆ 事業者の責務については、第３章「事業系ごみの減量推進と適正処理の促進」（７ページ）をご参
照願います。

ご
み
処
理
の
現
状

☆事業系一般廃棄物・産業廃棄物の処理に関するお問合せは、47 ページをご参照願います。
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再資源化

鉄・アルミ製品

（注） 「家庭系ごみ」：家庭から排出されるごみ

「事業系ごみ」：事業活動に伴って排出されるごみ

「環境系ごみ」：道路清掃などにより収集したごみ

アルミ製品・ガラスびん・

プラスチック製品

再資源化

古紙・衣類など

0.2万ｔ

令和６年度のごみ収集量 93.7万ｔ

不適物・残渣 可燃物・残渣

0.7万ｔ 0.7万ｔ

直接焼却ごみ

破砕
0.9万ｔ

資源化 金属回収

6.0万ｔ

5.3万ｔ

焼却処理 88.2万ｔ

埋立処分（焼却灰） 13.0万ｔ

資源収集

86.8万ｔ

容器包装プラスチック

古紙・衣類 1.9万ｔ

36.1万ｔ 環境系ごみ 0.5万ｔ
道路清掃ごみ 0.2万ｔ

不法投棄ごみ 0.3万ｔ

57.1万ｔ
事業ごみ 56.1万ｔ

持込ごみ 1.0万ｔ

※各数値は四捨五入しているため、合計があわない場合があります。

28.4万ｔ

1.8万ｔ

家庭系ごみ
普通ごみ

粗大ごみ

資源ごみ 2.2万ｔ

1.8万ｔ

事業系ごみ
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（千ｔ） 環境系ごみ

家庭系ごみ
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（令和６年度家庭ごみ組成分析調査重量比より）

（減量計画書による令和６年度実績）

家庭系ごみの組成（％） 事業系ごみの組成（％）
（減量計画書による令和６年度実績）

事業系ごみの建物用途別組成

紙類
35.0%

厨芥類
26.9%

ガラス類
5.5%

繊維類
5.5%

プラスチック類
18.5%

その他
8.6%
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40%

60%
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事務所ビル 店舗・百貨店 ホテル・旅館 集会場・劇場・娯楽場 学校・図書館 倉庫・製造工場

45.1% 45.3%

24.7%

14.0%

45.0%

23.7%

14.9%

25.9%

31.5%

12.4%

9.4%

3.1%

1.9%

1.0%

3.4%

1.1%

2.5%

2.0%

8.2%

1.3%

3.7%

2.4%

6.8%

15.8%

7.6%

8.2%

9.9%

12.8%

7.9%

8.2%

22.3%
18.3%

26.8%

57.3%

28.4%

47.2%
その他

プラスチック類

金属類

ガラス類

生ごみ

紙類

紙類
37.0%

厨芥類
16.2%

ガラス類
1.7%

金属類
7.4%

プラスチック類
8.3%

その他
29.4%


